


 総会講演・公開学習会のご案内  

  いま、日本の社会においては、財務省のセクハラ問題を含めて、人権侵

害等の事件が発生した際には、第三者的な立場のシステム、機関が事実

の解明や、再発防止のための原因究明をしていくことが求められてきてい

ます。  

 日本の学校社会においても、いじめや体罰、学校災害やセクハラ、暴言

などによって子どもたちが傷つけられ、自死に追い詰められています。その

事実の解明や再発防止のための原因究明などは、学校や教育委員会な

どの当事者だけでは解決が困難なことが少なくありません。  

この 6 月 28 日に、制定 5 周年をむかえる「いじめ防止対策推進法」では、

学校、教育委員会で原因が解明されない場合に、第三者の調査機関を

設けることが 28 条でうたわれており、法の施行を受けていじめ問題の事実

調査、原因究明において実際の第三者調査委員会が設置されることが多

くなりました。  

 かつては、遺族、被害者家族にとって、こうした事実解明や再発防止は

裁判所という司法の第三者機関に委ねるしかなく、結果的には学校事故

対応は、裁判対策が優先されてしまう傾向が強くありました。しかし、裁判

で子ども、保護者と学校、教育委員会が原告・被告として対決することは、

必ずしも望ましいとは言えません  

その意味では、この第三者調査委員会が、裁判解決とは異なる場面で

事実解明、原因究明を行っていくことが大いに期待されます。もちろん現在、

第三者調査委員会は、教育委員会の「幕引き」的に利用されることもあり

ます。現時点でその真価が問われているといえます。  

今回の公開学習会は、いじめ問題を中心として多数の第三者調査委

員会に参加し、その制度的な問題に意識を強く持たれている野村武司教

授に報告をお願いしました。  

 奮ってご参加ください。  

                

講演会終了後、ささやかな懇親会を開催します。  

 お気軽に参加ください！  

                                  


